
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

後

藤

裕
加
子

は

じ

め

に

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
は
初
代
シ
ャ
ー
・
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
（
在
位
一
五
〇
一
〜
一
五
二
四
年
）
が
、
政
敵
ア
ク
・
コ
ユ
ン
ル
朝
の
諸

有
力
者
た
ち
を
駆
逐
し
、
イ
ラ
ン
北
西
部
の
タ
ブ
リ
ー
ズ
に
入
城
し
た
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
。
第
２
代
シ
ャ
ー
・
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世

（
在
位
一
五
二
四
〜
一
五
七
六
年
）
は
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
、
第
５
代
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
（
在
位
一
五
八
八
〜
一
六
二
九
年
）
は

一
五
九
八
年
に
イ
ラ
ン
高
原
中
部
の
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
へ
と
首
都
を
移
し
た
。
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
サ
フ

ァ
ヴ
ィ
ー
朝
成
立
以
前
の
同
地
の
統
一
王
朝
は
遊
牧
的
な
性
格
を
強
く
維
持
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
移
動
を
常
と
し
て
固
定
さ
れ
た
首
都
を
持

た
ず
、
首
都
機
能
を
持
つ
都
市
に
到
っ
て
も
、
そ
の
郊
外
に
駐
留
し
て
都
市
内
部
に
は
長
期
滞
在
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
の
場
合
、「
世
界
の
半
分
」
と
ま
で
賞
賛
さ
れ
た
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
固
定
的
な
首
都
を
有
し
、
市
内
に

は
シ
ャ
ー
に
よ
り
華
麗
な
宮
殿
な
ど
か
ら
な
る
王
宮
地
区
が
建
設
さ
れ
た
。
首
都
は
同
朝
の
発
展
や
繁
栄
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
こ

（
�
）

れ
を
前
提
に
し
て
主
に
建
築
史
や
美
術
史
の
分
野
を
中
心
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
期
の
都
市
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
。

し
か
し
、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
名
声
を
不
動
の
も
の
と
し
た
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
に
し
て
も
、
常
に
首
都
で
過
ご
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

一
九



（
�
）

そ
の
移
動
性
の
高
さ
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
以
後
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
シ
ャ
ー
た
ち
、
例
え
ば

第
６
代
シ
ャ
ー
・
サ
フ
ィ
ー
１
世
（
在
位
一
六
二
九
〜
一
六
四
二
年
）
や
第
７
代
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
（
在
位
一
六
四
二
〜
一
六

六
六
年
）
も
、
あ
る
程
度
の
定
住
性
を
嗜
好
し
つ
つ
も
、
や
は
り
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
を
拠
点
と
し
つ
つ
、
旧
都
タ
ブ
リ
ー
ズ
、
カ
ズ
ウ
ィ

ー
ン
や
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
時
代
の
後
半
に
冬
の
首
都
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
た
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
地
方
の
諸
都
市
と
の
間
の
移

動
を
行
っ
て
い
た
。
西
の
隣
国
オ
ス
マ
ン
帝
国
や
東
の
ム
ガ
ル
帝
国
、
ウ
ズ
ベ
ク
族
と
の
国
境
地
帯
を
め
ぐ
る
争
い
な
ど
の
有
事
に
翻
弄

さ
れ
た
サ
フ
ィ
ー
１
世
は
と
も
か
く
、
比
較
的
安
定
し
た
長
期
政
権
を
実
現
し
た
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
が
移
動
を
繰
り
返
し
た
理
由
は
、
必

ず
し
も
彼
ら
の
遊
牧
的
な
心
性
か
ら
の
み
で
は
説
明
で
き
ず
、
首
都
機
能
を
有
す
る
複
数
の
中
核
都
市
の
間
を
移
動
す
る
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

（
�
）

ー
朝
の
統
治
制
度
の
在
り
方
に
そ
の
理
由
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

シ
ャ
ー
は
各
地
を
移
動
す
る
間
に
も
外
国
使
節
や
ア
ミ
ー
ル
と
の
謁
見
や
任
命
・
罷
免
な
ど
の
統
治
行
為
を
行
っ
て
お
り
、
サ
フ
ァ
ヴ

ィ
ー
朝
の
首
都
機
能
や
宮
廷
の
移
動
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
原
則
的
に
首
都
で
行
わ

れ
て
い
た
王
権
儀
礼
の
ひ
と
つ
に
即
位
式
が
あ
っ
た
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
で
は
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
が
第
一
次
内
乱
を
鎮
圧
し
、
そ
の
統

治
が
安
定
す
る
に
従
い
、
そ
の
王
権
を
強
化
・
誇
示
す
る
た
め
の
装
置
が
整
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
舞
台
が
第
二
の
首
都
カ
ズ

ウ
ィ
ー
ン
に
建
設
さ
れ
た
王
宮
地
区
で
あ
り
、
ノ
ウ
ル
ー
ズ
（
新
年
）
の
祝
祭
や
即
位
式
は
同
地
区
内
の
チ
ェ
ヘ
ル
・
ソ
ト
ゥ
ー
ン
宮
殿

（
�
）

で
挙
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
�
）

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
王
権
儀
礼
に
つ
い
て
の
研
究
は
ま
だ
端
緒
が
開
か
れ
た
ば
か
り
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
初

代
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
か
ら
、
ア
フ
ガ
ン
族
の
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
侵
攻
に
よ
っ
て
実
質
的
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
が
滅
亡
し
た
第
９
代
ス

ル
タ
ン
・
フ
サ
イ
ン
時
代
（
在
位
一
六
九
四
〜
一
七
二
二
年
）
ま
で
の
９
代
の
シ
ャ
ー
の
１０
回
の
即
位
式
を
検
討
し
、
そ
の
変
遷
に
つ
い

（
�
）

て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
支
配
制
度
上
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
手
立
て
と
し
た
い
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

二
〇



第
一
章

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
初
期
の
即
位
式

こ
の
章
で
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
創
設
者
で
あ
る
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
と
第
２
代
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
の
二
人
の
シ
ャ
ー
の
即
位
時
の
様

子
を
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
年
代
記
の
叙
述
か
ら
検
討
し
て
い
く
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
即
位
式
に
観
察
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
儀
礼
の
要
素
を
あ
ら
か
じ
め
整
理
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
ら
は
大
き
く
以
下
の
三
点
に
分
類
さ
れ
る
。

１.

イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
要
素

２.

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
的
な
要
素

３.

非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
・
世
俗
的
な
要
素

前
近
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
い
て
は
、
統
治
の
任
に
あ
た
る
世
俗
の
支
配
者
の
正
当
性
は
、
金
曜
日
の
集
団
礼
拝
の
際
に
礼
拝
の

前
に
行
わ
れ
る
説
教
フ
ト
バ
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。
政
権
交
代
の
際
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
支
配
者
の
名
前
に
代
わ
っ
て
新
た
な
支
配
者

の
名
前
が
フ
ト
バ
の
中
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
周
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
支
配
者
は
貨
幣
鋳
造
の
権
利
を
有
し
て

お
り
、
貨
幣
に
そ
の
名
を
刻
む
こ
と
に
よ
っ
て
時
の
支
配
者
が
誰
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

２
に
つ
い
て
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
は
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団
を
成
立
母
体
と
し
て
お
り
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝

特
有
の
事
情
と
し
て
、
即
位
儀
礼
に
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
的
な
要
素
が
入
り
込
む
可
能
性
が
推
定
し
う
る
。
ま
た
、
即
位
式
は
周
囲
に

新
た
な
支
配
者
を
周
知
し
、
王
権
を
誇
示
す
る
た
め
の
恰
好
の
装
置
で
あ
り
、
こ
こ
に
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
様
々
な
世
俗
的
な
要
素
が
入

（
�
）

り
込
む
こ
と
も
十
分
あ
り
え
よ
う
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

二
一



⑴

初
代
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団

の
教
主
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
が
タ
ブ
リ
ー
ズ
に
入
城
し
た
こ
と
に
よ
り
成

立
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
イ
ラ
ン
北
西
部
を
支
配
し
て
い
た
ア
ク

・
コ
ユ
ン
ル
朝
か
ら
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
へ
の
王
朝
交
代
劇
で
あ
り
、
各

種
年
代
記
に
お
い
て
も
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
タ
ブ
リ
ー
ズ
入
城
は
あ
ら

た
な
支
配
者
に
よ
る
同
市
の
占
領
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
の
初
期
に
関
す
る
叙
述
を
含
む
最
も
古
い
年
代
記
で
あ
る

�

（
�
）

『
伝
記
の
友
』H

abı̄b
al-siyar

は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
勝
利
に
支
え
ら
れ
た
パ
ー
デ
ィ
シ
ャ
ー
（
王
）
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
た
詔
に
よ
っ
て
、
悪
所
に
勝
利
の
旗
が
掲
げ
ら
れ
た
。

国
王
の
恩
恵
は
、
彼
の
素
晴
ら
し
き
御
身
に
喜
び
の
賜
衣
を
掛
け

�

ら
れ
た
。
喜
び
と
幸
運
の
地
か
ら
統
治
の
館
（dār

al-saltana

）

タ
ブ
リ
ー
ズ
に
向
か
い
、
九
〇
六
年
／
一
五
〇
一
年
の
あ
る
日
、

心
晴
れ
や
か
に
、
喜
ば
し
い
ノ
ウ
ル
ー
ズ
の
日
の
よ
う
に
、
吉
兆

の
御
方
の
不
死
鳥
の
翼
は
、
国
家
の
命
運
の
前
兆
を
そ
の
地
域
に

居
を
定
め
る
者
た
ち
に
広
げ
ら
れ
た
。
世
界
を
飾
る
面
差
し
の
光

と
暗
黒
を
祓
う
正
義
の
輝
き
に
よ
っ
て
、
ト
ル
コ
マ
ー
ン
の
圧
制

【表】サファヴィー朝歴代シャーの即位式

死亡地

（

∨

Nahciwān

Qazwı̄n

Qazwı̄n（985/1577）

Māzandarān

∨

Kāsān

�Dāmgān

�
Isfahān

即位都市

Tabrı̄z

（

∨

Nahciwān
∨

Qazwı̄n（Cihir-sutūn）

∨

Qazwı̄n（Cihir-sutūn）

∨

Qazwı̄n（Cihir-sutūn）

�
Isfahān（‘Alı̄ Qāpū）

∨

（Kāsān（Daulat-hāna）

� �
Isfahān（Tālār-i tawı̄la）

�

∨

Isfahān（Cihir-sutūn）

�
Isfahān

即位年

907/1501

930/1524

984/1576

985/1578

995/1587

1038/1629

1052/1642

1077/1666

1079/1668

1105/1694

シャー名

イスマーイール 1世

タフマースブ 1世

イスマーイール 2世

ムハンマンド・
フダーバンダ

アッバース 1世

サフィー 1世

アッバース 2世

サフィー 2世

スライマン 1世

スルタン・フサイン

1

2

3

4

5

6

7

8

9

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

二
二



者
た
ち
の
不
正
か
ら
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
地
を
﹇
解
放
し
﹈、
信
仰
の
民
の
良
心
の
鏡
を
輝
か
せ
た
。
幸
運
な
る
時
刻
（sā‘at-i

sa-‘ādāt

）
に
、
高
み
に
あ
っ
た
支
配
の
玉
座
は
、
究
極
の
幸
運
の
太
陽
の
到
来
に
よ
る
至
福
に
よ
り
至
高
の
天
よ
り
も
高
所
に
置

か
れ
た
。
…
…
吉
兆
の
御
方
の
即
位
の
初
め
に
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
フ
ト
バ
は
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
イ
マ
ー
ム
の
名
前
で
唱
え

る
よ
う
に
勅
令
が
出
さ
れ
た
。（H

abib,
IV

,
p.467

）

い
か
に
も
ペ
ル
シ
ア
語
の
年
代
記
ら
し
い
美
辞
麗
句
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
の
即
位
（julūs

）
に
つ
い

て
の
具
体
的
な
情
報
と
し
て
わ
か
る
こ
と
は
、
即
位
が
お
そ
ら
く
あ
ら
か
じ
め
吉
兆
と
定
め
ら
れ
た
時
刻
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の

他
に
、
新
た
な
支
配
者
を
知
ら
し
め
る
フ
ト
バ
が
シ
ー
ア
派
の
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
イ
マ
ー
ム
の
名
前
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
が
い

わ
ゆ
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
よ
る
シ
ー
ア
派
の
国
教
化
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
初
代
の
即
位
に
は
、
イ
ス
ラ
ー

ム
に
則
っ
た
支
配
位
の
承
認
手
続
き
以
外
に
、
何
ら
特
別
な
即
位
儀
礼
な
ど
が
あ
っ
た
様
子
は
な
い
。
な
お
、『
伝
記
の
友
』
は
そ
も
そ

も
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
に
先
行
す
る
中
央
ア
ジ
ア
の
王
朝
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
下
で
書
か
れ
た
年
代
記
で
あ
る
が
、
同
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
テ

ィ
ム
ー
ル
朝
お
よ
び
ア
ク
・
コ
ユ
ン
ル
朝
の
支
配
者
の
即
位
の
記
述
も
類
型
的
か
つ
簡
素
な
も
の
で
あ
り
、
拠
点
と
な
る
都
市
を
占
領
し

た
こ
と
、
そ
の
名
前
で
フ
ト
バ
が
唱
え
ら
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
慣
行
に
則
っ
て
、
正
当
な
支
配
者
と
し
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

（
�
）

る
の
み
で
あ
る
。

タ
フ
マ
ー
ス
プ
１
世
時
代
に
執
筆
さ
れ
た
諸
年
代
記
に
し
て
も
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
時
代
の
代
表
的
な
年
代
記
『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝

（

記
』T

ārı̄h-i
‘ālam

-ārā-yi
‘A

bbāsı̄

に
し
て
も
概
ね
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
の
即
位
の
記
述
は
簡
素
で
、
彼
が
タ
ブ
リ
ー
ズ
に
入
城

し
、
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
イ
マ
ー
ム
の
名
前
で
フ
ト
バ
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。
タ
フ
マ
ー
ス
プ
１
世
時
代
に
執
筆
が

（

�

（

始
め
ら
れ
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
に
完
成
し
た
『
歴
史
の
精
髄
』H

ulāsat
al-taw

ārı̄h

は
唯
一
、
シ
ャ
ー
の
タ
ブ
リ
ー
ズ
入
城
の
前
に
同

市
の
貴
顕
た
ち
が
彼
を
出
迎
え
た
こ
と
を
詳
し
く
伝
え
て
い
る
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

二
三



﹇
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
が
﹈
そ
の
華
麗
な
る
都
に
近
づ
く
と
、
サ
イ
イ
ド
、
カ
ー
デ
ィ
ー
、
有
力
者
、
貴
顕
た
ち
は
、
喜
び
を
も
た

ら
す
接
近
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
、
出
迎
え
に
急
ぎ
、
世
界
征
服
者
へ
の
足
下
の
接
吻
の
栄
誉
を
得
た
。
彼
ら
は
崇
拝
と
恭
順
の
儀
式

�

を
遵
守
し
、
幸
運
な
る
星
の
合
一
の
御
方
は
各
人
に
限
り
な
き
恩
恵
と
善
意
を
授
け
た
。
彼
は
統
治
の
都
（dār

al－
saltana

）、
統

�

治
の
御
座
所
（m

aqarr-i
sarı̄r-saltana

）、
カ
リ
フ
の
指
導
の
中
心
地
で
あ
る
タ
ブ
リ
ー
ズ
に
居
を
定
め
、
公
正
と
寛
大
の
影
を
各

地
の
住
民
に
落
と
し
、
貧
者
や
服
従
し
た
者
た
ち
を
専
制
の
手
か
ら
解
放
し
た
。
金
曜
日
に
は
各
都
市
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
十
二
イ
マ

（

�

ー
ム
の
名
で
フ
ト
バ
を
唱
え
さ
せ
た
。（H

ulāsat,
I,

p.73

）

⑵

第
２
代
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世

イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
は
一
五
二
四
年
に
冬
営
地
ナ
フ
チ
ヴ
ァ
ー
ン
に
お
い
て
三
六
歳
の
若
さ
で
急
逝
し
た
。
後
を
継
い
だ
の
は
長
男

タ
フ
マ
ー
ス
ブ
で
あ
っ
た
。
遊
牧
系
の
王
朝
に
お
い
て
は
、
王
家
の
成
員
が
等
し
く
後
継
の
権
利
を
有
す
る
と
い
う
思
想
か
ら
、
し
ば
し

ば
王
位
継
承
争
い
が
起
こ
り
が
ち
で
あ
る
が
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
が
明
確
な
遺
言
を
残
し
た
た
め
、
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
へ
の
権
力
委
譲

（
�
）

は
比
較
的
円
滑
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
新
王
の
お
披
露
目
は
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
が
亡
く
な
っ
た
同
日
の
午
前
中

（
�
）

に
、
そ
の
後
ろ
盾
と
な
る
人
物
た
ち
に
よ
り
慌
た
だ
し
く
挙
行
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
の
即
位
が
首
都
タ
ブ
リ
ー

（
�
）

ズ
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
ナ
フ
チ
ヴ
ァ
ー
ン
で
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
時
代
に
書

か
れ
た
年
代
記
の
記
述
か
ら
、
そ
の
過
程
を
追
っ
て
み
よ
う
。

﹇
有
力
者
キ
ョ
プ
ク
・
ス
ル
タ
ン
・
ウ
ス
タ
ー
ジ
ャ
ル
ー
と
傅
育
人
デ
ィ
ヴ
・
ス
ル
タ
ン
・
ル
ー
ム
ル
ー
、
ワ
ジ
ー
ル
の
カ
ー
デ

ィ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
・
ハ
サ
ニ
ー
、
母
后
タ
ー
ジ
ル
ー
・
ベ
グ
ム
ら
の
合
意
に
よ
り
、﹈
太
陽
の
ご
と
き
シ
ャ
ー
の
手
を
取
り
、
ハ

（

�

ー
レ
ム
か
ら
連
れ
出
し
、
幸
運
な
る
星
の
合
一
の
御
方
の
座
、
パ
ー
デ
ィ
シ
ャ
ー
の
王
座
に
就
け
た
。（H

ulāsat,
I,

p.155

）

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

二
四



申
年
（
九
三
〇
／
一
五
二
四
年
）
ラ
ジ
ャ
ブ
月
一
九
日
（
五
月
二
三
日
）、
月
曜
日
の
朝
食
時
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
よ
う
な

皇
帝
の
代
理
人
、
神
の
影
た
る
信
仰
の
守
り
手
の
御
方
は
、
支
配
の
玉
座
に
就
か
れ
た
。
そ
の
時
、
齢
は
一
〇
歳
六
ヶ
月
一
二
日
で

あ
っ
た
。（A

hsan,
p.241

）

王
の
宝
冠
が
そ
の
高
貴
な
存
在
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
る
と
、
ア
ミ
ー
ル
た
ち
や
王
宮
（bārgāh

）
の
側
近
た
ち
は
、
国
家
の
重
臣
た

ち
や
軍
の
貴
顕
た
ち
と
と
も
に
御
方
の
即
位
の
祝
賀
の
た
め
に
統
治
の
王
座
の
も
と
に
参
じ
、
彼
ら
の
間
で
伝
統
と
な
っ
て
い
た
習

－
∨

慣
に
従
っ
て
全
員
が
跪
拝
（sujūd

）
し
、
祈
祷
（du‘ā
w

a
tanā

）
を
行
っ
た
。（Īlcı̄,

p.84

）

後
に
首
都
を
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
移
し
、
王
権
の
安
定
化
に
成
功
し
た
シ
ャ
ー
も
当
時
は
ま
だ
わ
ず
か
一
〇
歳
で
、
そ
の
即
位
に
際
し
て

自
ら
王
権
の
威
光
を
高
め
る
よ
う
な
演
出
を
施
す
だ
け
の
実
力
も
余
裕
も
な
か
っ
た
。
一
方
で
、
彼
の
後
ろ
盾
と
な
る
傅
育
人
（
後
見

人
）
や
母
后
た
ち
の
主
導
で
行
わ
れ
た
即
位
儀
礼
で
着
目
さ
れ
る
の
は
、
シ
ャ
ー
が
同
時
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団
教
主
と
し
て
の
性
格
を

有
し
、
王
朝
の
統
治
組
織
の
有
力
者
が
教
団
組
織
の
有
力
者
と
重
な
っ
て
お
り
、『
イ
ル
チ
史
』
が
描
く
よ
う
に
、
そ
の
習
慣
に
従
っ
た

と
思
わ
れ
る
跪
拝
と
祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
る
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
年
代
記
も
含
め
た
ペ
ル
シ
ア
語
年
代
記
に
お
い
て
、
支
配
者
へ
の
恭
順

を
示
す
行
為
と
し
て
頻
繁
に
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
る
「
足
下
へ
の
接
吻
（pāy-būs

）」
は
、
こ
こ
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
初
期
の
二
人
の
シ
ャ
ー
の
時
代
は
、
そ
れ
ぞ
れ
状
況
は
異
な
る
も
の
の
、
王
権
は
い
ま
だ
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、

世
俗
王
権
の
威
光
を
示
す
よ
う
な
即
位
儀
礼
の
発
展
は
こ
こ
で
は
ま
だ
認
め
ら
れ
な
い
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

二
五



第
二
章

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
中
期

即
位
式
の
舞
台
化
の
始
ま
り

⑴

第
３
代
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世

タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
が
九
八
四
年
サ
フ
ァ
ル
月
十
五
日
／
一
五
七
六
年
五
月
一
四
日
未
明
に
五
二
年
に
わ
た
る
統
治
の
末
に
亡
く
な
っ

た
時
、
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
を
首
都
と
す
る
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
支
配
体
制
は
安
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
彼
の
死
は
同
朝
に
再

び
混
乱
を
巻
き
起
こ
し
た
。
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
の
長
男
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
目
に
障
害
を
抱

え
、
周
囲
か
ら
は
統
治
に
は
不
適
格
と
み
な
さ
れ
て
い
た
し
、
王
の
死
亡
時
に
は
首
都
と
は
遠
く
離
れ
た
南
部
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
滞
在
し
て

い
た
。
次
男
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
若
い
頃
か
ら
軍
の
指
揮
官
と
し
て
の
勇
敢
さ
で
知
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
父
か
ら
は

危
険
な
存
在
と
み
な
さ
れ
、
二
〇
年
以
上
も
投
獄
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。
決
定
的
な
後
継
者
が
い
な
い
状
態
で
シ
ャ
ー
が
没
し
た
こ
と

は
、
グ
ル
ジ
ア
系
の
母
を
持
ち
、
当
時
首
都
に
い
て
父
の
死
を
見
取
り
、
後
継
の
最
有
力
候
補
で
あ
っ
た
ハ
イ
ダ
ル
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
を
王

位
に
就
け
よ
う
と
す
る
勢
力
と
、
マ
ウ
シ
ル
ル
ー
部
族
出
身
の
母
を
持
つ
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
を
支
持
す
る
勢
力
と
の
間
に

緊
張
状
態
を
も
た
ら
し
た
。
結
局
、
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
の
娘
で
父
の
助
言
者
と
し
て
政
策
に
も
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
パ
リ
ー
・
ハ
ー

ン
・
ハ
ー
ヌ
ム
王
女
が
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
支
持
に
ま
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
彼
の
王
位
継
承
が
決
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
間
の
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
を
中
心
と
し
た
旧
勢
力
と
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
に
よ
り
登
用
さ
れ
た
新
興
勢
力
が
あ
い
乱
れ
て
の
駆
け
引
き
の

末
、
翌
日
の
夜
に
ハ
イ
ダ
ル
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
が
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
を
支
持
す
る
勢
力
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
は
、
キ
ジ
ル
バ

（
�
）

シ
ュ
勢
力
の
専
横
を
招
き
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
が
即
位
す
る
ま
で
の
政
治
的
な
混
乱
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

一
年
半
の
短
い
統
治
の
末
に
謎
の
死
を
遂
げ
た
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
は
、
自
ら
の
支
配
を
脅
か
す
恐
れ
の
あ
る
王
子
た
ち
を
次
々
に

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

二
六



殺
害
し
、
そ
の
残
虐
さ
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
即
位
の
際
に
、
自
ら
の
王
権
を
確
固
た
る
も
の
に
す
べ
く
周
到
な
準
備
を
行
な
っ

て
い
る
。
幽
閉
さ
れ
て
い
た
カ
フ
カ
ハQ

ahqaha

の
牢
獄
か
ら
開
放
さ
れ
、
首
都
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
向
か
っ
た
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世

は
、
彼
は
ま
ず
ア
ル
ダ
ビ
ー
ル
に
あ
る
一
族
の
廟
を
参
詣
し
、
ザ
ン
ジ
ャ
ー
ン
で
王
族
関
係
者
や
宮
廷
有
力
者
ら
に
よ
る
盛
大
な
出
迎
え

を
受
け
、
父
王
の
死
か
ら
約
一
月
後
の
ラ
ビ
ー
Ⅰ
月
一
七
日
／
六
月
一
三
日
に
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
の
市
外
に
到
着
し
た
が
、
天
文
学
者
た
ち

（
�
）

が
算
出
し
た
入
城
に
佳
い
と
さ
れ
る
日
時
ま
で
、
市
内
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
市
内
入
城
後
も
新
た
な
シ
ャ
ー
は
自
ら
の
支
持
勢
力
の
な

�

（

か
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
フ
サ
イ
ン
ク
リ
ー
・
フ
ラ
ハ
ー
・
ル
ー
ム
ル
ーH

usain-Q
ulı̄

H
ulafā

R
ūm

lū

の
邸
宅
に
一
五
日
間
滞

（
�
）

在
し
、
す
ぐ
に
は
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
』
に
よ
れ
ば
、
フ
サ
イ
ン
ク
リ
ー
・
フ

ラ
ハ
ー
・
ル
ー
ム
ル
ー
の
権
勢
が
目
に
余
る
と
見
る
と
こ
れ
を
追
放
し
、
ま
た
女
性
で
あ
り
な
が
ら
政
治
に
口
出
し
す
る
パ
リ
ー
・
ハ
ー

（
�
）

ン
・
ハ
ー
ヌ
ム
王
女
を
冷
遇
し
た
（T

A
A

,
I,

pp.199-202

）。

自
ら
の
解
放
と
即
位
に
功
の
あ
っ
た
人
間
を
排
除
す
る
一
方
で
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
は
ア
ミ
ー
ル
な
ど
の
要
職
の
任
命
を
行
っ
て

い
る
。
自
ら
選
ん
だ
日
時
に
王
宮
に
入
っ
た
後
は
、
自
ら
定
め
た
即
位
の
日
ま
で
儀
式
に
備
え
て
王
宮
地
区
の
建
物
の
改
装
・
新
築
を
行

な
っ
た
。
即
位
の
日
が
近
づ
く
と
、
そ
れ
ま
で
王
宮
に
安
置
さ
れ
て
い
た
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
の
遺
体
を
マ
シ
ュ
ハ
ド
に
埋
葬
す
る
ま
で

の
間
イ
マ
ー
ム
・
フ
サ
イ
ン
廟
に
仮
安
置
す
る
た
め
、
そ
の
移
送
の
儀
式
を
盛
大
に
執
り
行
っ
た
。
新
た
な
シ
ャ
ー
は
王
宮
か
ら
の
棺
を

運
び
出
す
際
に
は
他
の
王
子
ら
と
と
も
に
運
び
手
の
一
人
と
な
り
、
王
宮
を
出
て
か
ら
は
馬
に
乗
っ
て
棺
の
移
送
を
先
導
し
、
シ
ャ
ー
の

交
代
と
自
ら
の
後
継
者
と
し
て
の
即
位
の
正
当
性
を
周
囲
に
知
ら
し
め
た
（T

A
A

,
I,

p.206

）。
九
八
四
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
Ⅰ
月
二
七
日

／
一
五
七
六
年
八
月
二
二
日
に
チ
ェ
ヘ
ル
・
ソ
ト
ゥ
ー
ン
宮
殿
で
行
な
わ
れ
た
即
位
式
の
様
子
を
『
歴
史
の
精
髄
』
は
以
下
の
よ
う
に
記

録
し
て
い
る
。

熟
練
し
た
天
文
学
者
た
ち
、
真
実
を
語
る
星
見
た
ち
は
、
前
述
の
年
（
九
八
四
年
／
一
五
七
六
年
）
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
Ⅰ
月
二
七
日
の

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

二
七



水
曜
日
を
吉
兆
の
御
方
の
幸
運
な
る
支
配
の
王
座
へ
の
即
位
の
た
め
に
選
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
数
日
前
、
ス
ル
タ
ン
・
イ
ブ
ラ
ー

ヒ
ー
ム
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
に
、
こ
の
盛
大
な
祝
典
の
た
め
の
武
具
を
取
り
出
し
、
そ
の
大
き
な
集
ま
り
の
挙
行
の
責
務
が
下
さ
れ
た
。

�

そ
の
日
、
統
治
の
都
（dār

al－
saltana

）
に
い
た
王
子
た
ち
│
ス
ル
タ
ン
・
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
、
ス
ル
タ
ン
・
ス

ラ
イ
マ
ン
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
、
ス
ル
タ
ン
・
ム
ス
タ
フ
ィ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
、
ス
ル
タ
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
、
ス
ル
タ
ン

・
ア
フ
マ
ド
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
…
│
、
大
ア
ミ
ー
ル
た
ち
、
そ
の
他
の
側
近
た
ち
、
政
府
の
高
官
た
ち
、
サ
イ
イ
ド
た
ち
、
カ
ー
デ
ィ

ー
た
ち
、
貴
顕
た
ち
、
国
の
ア
ー
ヤ
ー
ン
た
ち
は
相
応
し
い
身
な
り
を
し
て
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
参
内
し
た
。
カ
プ
チ
た
ち
、
ヤ

サ
ー
ウ
ル
た
ち
、
イ
シ
ク
ア
ガ
シ
バ
シ
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
に
就
き
、
そ
の
日
、
従
者
た
ち
や
ア
ミ
ー
ル
た
ち
は
宮
殿
前
の

広
場
に
立
っ
て
主
を
待
ち
受
け
た
。
ハ
ー
ン
た
ち
の
太
鼓
が
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
運
び
込
ま
れ
、
打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
。
天
文
学
者

た
ち
は
難
解
な
時
、
天
文
学
の
真
理
の
研
究
の
後
に
時
を
選
ん
だ
。
…
…
偉
大
な
る
ウ
ラ
マ
ー
た
ち
、
気
高
き
シ
ャ
イ
フ
た
ち
が
参

内
し
、
ア
リ
ー
・
ア
ラ
ブ
と
礼
拝
の
導
師
ミ
ー
ル
・
ラ
フ
マ
ト
・
ア
ッ
ラ
ー
が
届
け
ら
れ
た
御
方
の
敷
物
を
チ
ェ
ヘ
ル
・
ソ
ト
ゥ
ー

ン
宮
殿
に
持
ち
込
み
、
天
国
に
住
む
シ
ャ
ー
の
座
に
敷
き
、
い
と
高
き
御
方
は
そ
こ
に
座
ら
れ
た
。
ハ
ー
フ
ィ
ズ
た
ち
は
、
ク
ル
ア

（

�

ー
ン
朗
唱
に
勤
し
ん
だ
。（H

ulāsat,
II,

p.626
）

こ
の
後
の
記
述
は
、
即
位
式
に
列
席
し
た
王
子
た
ち
、
ア
ミ
ー
ル
た
ち
が
新
シ
ャ
ー
に
恭
順
の
意
を
示
す
た
め
に
シ
ャ
ー
の
足
下
へ
接

吻
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
わ
か
る
の
は
、
即
位
の
日
時
が
天
文
学
者
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
イ
ス
マ
ー
イ

ー
ル
２
世
の
主
導
に
よ
っ
て
盛
大
な
即
位
式
の
開
催
が
準
備
さ
れ
た
こ
と
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
支
配
者
層
や
宮
廷
人
た
ち
が
序
列
に
従

っ
て
各
々
の
持
ち
場
に
就
い
て
新
た
な
シ
ャ
ー
の
宮
殿
へ
の
登
場
を
待
ち
受
け
た
こ
と
、
そ
の
即
位
が
ク
ル
ア
ー
ン
朗
唱
に
よ
っ
て
承
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
全
て
の
儀
礼
の
舞
台
と
し
て
チ
ェ
ヘ
ル
・
ソ
ト
ゥ
ー
ン
宮
殿
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
位
式
に
関

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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す
る
記
述
は
『
歴
史
の
精
髄
』
と
『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
』
で
は
大
差
は
な
い
が
、
参
加
し
た
支
配
者
層
の
序
列
は
両
年
代
記
で
は
異
な

（
�
）

っ
て
お
り
、
後
者
で
は
軍
人
や
官
僚
た
ち
が
宗
教
層
よ
り
も
先
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
参
列
者
は
、
王
族
、
軍
事

力
の
中
核
を
形
成
し
、
か
つ
教
団
の
構
成
員
で
も
あ
る
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
大
ア
ミ
ー
ル
た
ち
、
宗
教
指
導
者
層
で
あ
る
ウ
ラ
マ
ー
た
ち

（『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
』
で
は
カ
ー
デ
ィ
ー
の
代
わ
り
に
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ド
）、
官
僚
た
ち
、
そ
し
て
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
に
さ
ら
な
る

優
遇
が
進
ん
だ
サ
イ
イ
ド
た
ち
な
ど
、
王
朝
を
支
え
る
新
旧
支
配
者
層
や
国
内
外
の
支
配
者
た
ち
か
ら
成
り
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
の

即
位
の
正
当
性
を
確
認
す
る
証
人
と
し
て
、
壮
麗
な
る
即
位
式
に
臨
席
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

∨
∨

新
た
に
即
位
し
た
シ
ャ
ー
が
座
し
た
「
御
方
の
敷
物
（dūsak

w
a

qālı̄-ca-i
hum

āyūn

）」
は
、
一
種
の
玉
座
の
役
目
を
果
た
し
て
い

る
。
御
方
は
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
自
身
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
前
任
で
あ
る
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
も
し
く
は
祖
父
イ
ス

マ
ー
イ
ー
ル
１
世
の
王
権
を
継
い
だ
こ
と
の
象
徴
と
し
て
そ
の
い
ず
れ
か
敷
物
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
か
ま
で
は
判
断
不
能
で
あ
る
。

武
具
（yarāq

）
の
詳
細
も
不
明
だ
が
、『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
』
は
、
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
の
臨
終
時
に
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
い
た
ハ

∨
∨

イ
ダ
ル
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
が
父
の
王
冠
（tāj-i

sāhı̄
）
を
被
り
、
そ
の
剣
（sam

sı̄r

）
を
帯
び
て
、
彼
を
後
継
者
に
指
名
す
る
遺
言
状
を
公

に
し
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
（T

A
A

,
I,

pp.192−
193

）。
遺
言
状
の
真
贋
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
王
権
の
象
徴
と
し
て
王
冠
、
剣
、
敷

物
（
玉
座
）
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
品
々
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
即
位
式
の
際
の
重
要

な
聖
器
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

⑵

第
４
代
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ

即
位
か
ら
一
年
半
後
に
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
が
首
都
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
で
謎
の
急
死
を
遂
げ
た
時
、
王
位
継
承
が
可
能
な
王
子
は
、
そ

の
兄
で
眼
病
を
患
う
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
と
そ
の
息
子
た
ち
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
、

サ
フ
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彼
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
お
り
、
す
ぐ
さ
ま
急
使
が
送
ら
れ
て
新
王
と
そ
の
家
族
は
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
呼
び
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の

即
位
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
年
代
記
も
簡
単
な
記
述
し
か
行
な
っ
て
い
な
い
。『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
』
の
著
者
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
・
ベ

ク
・
ム
ン
シ
ー
は
、
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
い
て
シ
ャ
ー
の
到
着
を
目
撃
し
て
い
る
が
（
九
八
五
年
ズ
ー
・
ア
ル
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
三
日
／
一
五
七

八
年
二
月
一
一
日
）、
天
文
学
者
の
算
出
し
た
日
に
、
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
が
市
民
の
歓
迎
を
受
け
て
カ
ズ
ウ
ィ

ー
ン
市
内
、
更
に
は
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
入
り
、
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
の
妻
や
娘
た
ち
の
足
下
の
接
吻
を
受
け
た
こ
と
を
伝
え
る
の
み

で
あ
る
（T

A
A

,
I,

pp.225−
226

）。『
歴
史
の
精
髄
』（
ち
な
み
に
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
の
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
市
内
入

城
は
ズ
ー
・
ア
ル
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
五
日
／
一
五
七
八
年
二
月
一
三
日
）
は
、
彼
の
即
位
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

真
実
を
語
る
天
文
学
者
た
ち
、
熟
練
し
た
星
見
た
ち
は
、
統
治
の
玉
座
へ
の
賛
美
す
べ
き
着
座
の
た
め
の
幸
運
な
る
時
の
選
定
を

行
い
、
ジ
ャ
ー
ム
の
ご
と
き
シ
ャ
ー
は
、
そ
の
年
（
九
八
五
／
一
五
七
八
年
）
の
ズ
ー
・
ア
ル
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
の
木
曜
日
に
壮
大
、
壮

（

�

麗
か
つ
完
璧
に
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
お
入
り
に
な
り
、
支
配
の
玉
座
、
敬
う
べ
き
父
の
座
に
着
座
し
た
。（H

ulāsat,
II,

p.661

）

即
位
の
日
時
が
天
文
学
者
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
即
位
式
が
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
お
い
て
壮
大
か
つ
壮
麗
に
行
な
わ
れ

た
こ
と
は
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。

ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
は
目
の
病
の
こ
と
も
あ
っ
て
政
治
へ
の
関
心
は
薄
く
、
タ
ジ
ク
出
身
の
王
妃
や
そ
の
王
子

ハ
ム
ザ
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
が
実
権
を
握
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
た
ち
の
不
満
を
招
き
、
両
者
が
殺
害
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

そ
の
後
の
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
は
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
傀
儡
に
す
ぎ
ず
、
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
有
力
者
間
の
権
力
争
い
が

激
化
し
、
最
終
的
に
別
の
息
子
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
に
よ
り
廃
位
さ
れ
て
し
ま
う
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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⑶

第
５
代
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世

ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
の
三
男
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
、
後
の
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
は
即
位
前
に
は
ホ
ラ
ー
サ

ー
ン
地
方
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
首
都
を
中
心
と
し
た
イ
ラ
ク
の
ア
ミ
ー
ル
ら
と
対
立
す
る
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
の
ア
ミ
ー
ル
ら
に

よ
っ
て
、
一
旦
同
地
方
の
支
配
者
に
擁
立
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「（
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
ア
ミ
ー
ル
た
ち
が
）
王
子
ア
ッ
バ
ー
ス

（

�

・
ミ
ー
ル
ザ
ー
を
そ
の
地
の
統
治
の
玉
座
に
就
け
た
」（H

ulāsat,
II,

p.712

）
と
記
録
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
当
時
一
七
歳
で
あ
っ
た
彼

の
正
式
な
即
位
に
し
て
も
、
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
有
力
ア
ミ
ー
ル
で
彼
の
後
見
人
で
あ
っ
た
ム
ル
シ
ド
ク
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ウ
ス
タ
ー
ジ
ャ

ル
ー
の
意
向
が
大
き
く
、
ま
た
父
王
の
廃
位
と
い
う
特
殊
事
情
も
あ
り
、
年
代
記
の
記
述
に
は
差
異
が
み
ら
れ
る
し
、
最
盛
期
を
創
出
し

た
王
の
も
の
と
し
て
は
淡
々
と
し
た
描
写
と
い
え
る
。『
歴
史
の
精
髄
』
の
記
述
は
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
の
即
位

の
記
述
と
同
様
に
定
型
の
域
を
出
て
い
な
い
。

勝
利
の
旗
が
統
治
の
館
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
近
づ
く
と
、
ト
ル
コ
人
も
タ
ジ
ク
人
も
貴
人
も
卑
賤
の
者
も

そ
の
天
国
の
地
の
住
民

は
出
迎
え
に
馳
せ
参
じ
、
市
内
と
バ
ー
ザ
ー
ル
を
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
飾
り
付
け
た
。
熟
練
し
た
天
文
学
者
と
真
実
を
語
る
星
見
た

ち
が
時
間
を
算
出
し
、
先
述
の
年
（
九
九
五
年
）
ズ
ー
・
ア
ル
カ
ア
ダ
月
一
四
日
／
一
五
八
七
年
一
〇
月
一
六
日
、
日
曜
日
に
軍
隊

の
星
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
ご
と
き
シ
ャ
ー
は
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
入
り
、
チ
ェ
ヘ
ル
・
ソ
ト
ゥ
ー
ン
宮
殿
に
お
い

（

�

て
天
国
に
住
む
祖
父
の
統
治
の
座
に
着
座
し
た
。（H

ulāsat,
II,

pp.861−
862

）

こ
れ
に
対
し
て
、『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
』
は
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
の
廃
位
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
が
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
か
ら
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
進
軍
す
る
間
に
、
ム
ル
シ
ド
ク
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ウ
ス
タ
ー
ジ
ャ

ル
ー
は
イ
ラ
ク
の
ア
ミ
ー
ル
ら
と
の
間
で
王
の
交
代
に
つ
い
て
交
渉
を
重
ね
た
。
最
終
的
に
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ

が
自
ら
の
退
位
を
認
め
る
と
、
当
時
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
郊
外
に
天
幕
を
張
っ
て
い
た
宮
廷
か
ら
多
く
の
宮
廷
人
が
離
反
し
、
王
子
に
謁
見
す

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
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都
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即
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べ
く
市
内
へ
と
急
い
だ
。
や
は
り
宮
廷
か
ら
離
反
し
て
い
た
楽
隊
は
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
が
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
到
着
す
る
と
、
ト

ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
演
奏
で
こ
れ
を
迎
え
た
。
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
そ
の
日
の
う
ち
に
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
入
り
、
翌
朝
、
ム
ル

シ
ド
ク
リ
ー
・
ハ
ー
ン
の
ワ
ジ
ー
ル
が
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
と
同
伴
し
て
い
た
ア
ブ
ー
・
タ
ー
リ
ブ
・
ミ
ー
ル
ザ

ー
を
天
幕
か
ら
市
内
に
案
内
し
た
。
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
シ
ャ
ー
と
弟
王
子
を
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
出
迎
え
た
。

貴
き
繁
栄
の
御
方
は
尊
敬
す
べ
き
父
君
を
出
迎
え
、
謁
見
に
際
し
て
父
の
手
へ
の
接
吻
の
栄
誉
を
得
、
親
愛
な
る
弟
を
心
か
ら
抱

擁
し
、
高
名
な
る
父
の
手
を
取
っ
て
ハ
ー
レ
ム
地
区
に
案
内
し
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
ご
と
き
御
方
は
、
日
々
の
不
愉
快
な
状

況
に
世
の
争
い
ご
と
に
心
を
痛
め
、
健
康
と
平
穏
の
み
を
望
ん
だ
。
息
子
ア
ッ
バ
ー
ス
と
の
邂
逅
を
心
か
ら
お
喜
び
に
な
り
、
自
ら

�

�

∨
∨

統
治
と
王
権
（saltanat

w
a

pādsāhı̄

）
か
ら
退
き
、
い
と
高
き
御
方
の
頭
を
王
冠
（tāj

w
a

hāj-i
sāhı̄

）
で
飾
り
、
父
祖
か
ら
そ
の

∨

御
方
ま
で
伝
え
ら
れ
た
精
神
の
導
き
（w

adāyi’-i
irsādı̄

）
を
気
高
き
ご
子
息
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
イ
ラ
ク
の
軍
隊
に
お
い

て
は
貴
顕
か
ら
下
層
の
者
た
ち
ま
で
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
祝
福
さ
れ
た
御
方
の
名
は
、
シ
ャ
ー
・
ア

ッ
バ
ー
ス
と
な
っ
た
。（T

A
A

,
I,

pp.372−
373

）

即
位
の
翌
日
に
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
は
チ
ェ
ヘ
ル
・
ソ
ト
ゥ
ー
ン
宮
殿
に
ア
ミ
ー
ル
や
政
府
高
官
を
招
集
し
、
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ

�

�

�

（

ド
・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
が
あ
ら
た
め
て
ア
ッ
バ
ー
ス
が
世
俗
の
統
治
と
精
神
的
な
後
継
を
統
合
（jām

i‘-i
saltanat-i

sūrı̄
w

a
hilāfat-i

m
a-

‘naw
ı̄

）
し
た
こ
と
を
認
め
た
。
王
座
の
前
に
並
ん
だ
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
ア
ミ
ー
ル
た
ち
や
ア
ー
ヤ
ー
ン
た
ち
は
、
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー

ス
へ
の
忠
誠
を
誓
っ
た
。『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
』
に
は
、
こ
の
間
の
詳
し
い
日
付
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ふ
た
つ
の
年
代

記
の
記
述
を
合
わ
せ
る
と
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
が
恐
ら
く
算
出
さ
れ
た
日
時
に
市
内
の
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
入
っ
た
そ
の
日
に
ハ
ー
レ

ム
の
閉
鎖
空
間
で
の
禅
譲
が
行
わ
れ
、
そ
の
翌
日
（
ズ
ー
・
ア
ル
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
一
五
日
／
一
〇
月
一
七
日
？
）
の
う
ち
に
、
チ
ェ
ヘ
ル
・

ソ
ト
ゥ
ー
ン
宮
殿
に
お
い
て
正
式
な
即
位
式
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
』
の
記
述

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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は
、
王
冠
が
王
権
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団
の
教
主
と
し
て
の
シ
ャ
ー
の
役
割
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
ア
ッ
バ
ー
ス
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
と
シ
ャ
ー
の
間
の
交
渉
に
は
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
の
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ド
が
仲
介
に
入
っ
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ー

ム
的
な
即
位
儀
礼
の
要
素
は
確
認
は
で
き
な
い
も
の
の
、
禅
譲
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
専
門
家
の
立
ち
合
い
の
も
と
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
か
ら
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
の
時
代
は
、
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
が
整
備
し
た
首
都
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
が
王
朝
の
政
治
の

中
心
地
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
即
位
式
は
、
王
権
の
誇
示
を
目
的
と
し
て
、
宮
殿
を
舞
台
と
す
る
見
せ
る
た
め
の
演
出
が

発
展
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
が
、
特
に
王
冠
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
世
俗
的
な
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
よ
う
。

第
三
章

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
即
位
式

⑴

第
６
代
サ
フ
ィ
ー
１
世

ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
は
約
四
二
年
に
わ
た
る
統
治
の
間
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
領
内
に
平
和
と
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
。
彼
は
首
都
を
カ
ズ
ウ

ィ
ー
ン
か
ら
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
移
し
た
が
、
実
際
に
は
晩
年
は
夏
を
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
、
冬
を
カ
ス
ピ
海
南
岸
の
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン

地
方
で
過
ご
す
こ
と
を
習
慣
と
し
て
お
り
、
亡
く
な
っ
た
の
も
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
彼
は
同
地
方
に
出
立
す
る
前
に
滞
在
し

て
い
た
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
で
重
体
と
な
り
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
長
男
の
息
子
で
当
時
一
八
歳
の
サ
ー
ム
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
を
後
継
者
と

し
て
指
名
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
第
６
代
シ
ャ
ー
・
サ
フ
ィ
ー
１
世
の
即
位
は
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
シ
ャ
ー
の
交
代
と
し
て
は
、
比
較

的
平
和
裏
に
進
め
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。

ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
が
亡
く
な
る
と
、
同
行
し
て
い
た
ア
ミ
ー
ル
た
ち
は
首
都
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
急
使
を
派
遣
す
る
一
方
、
シ
ャ
ー
の

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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遺
体
を
同
市
に
向
か
っ
て
移
送
さ
せ
た
。
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
ア
ミ
ー
ル
た
ち
は
反
乱
の
発
生
を
恐
れ
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
の
遺
体
の
到

着
を
待
た
ず
、
当
時
は
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
ハ
ー
レ
ム
に
い
た
新
シ
ャ
ー
の
即
位
の
決
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
サ
フ
ィ
ー
１
世
時
代
の
年

代
記
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

一
〇
三
八
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
Ⅱ
月
四
日
／
一
六
二
九
年
一
月
二
九
日
、
月
曜
日
の
夜
、（
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
高
官
た
ち
は
）
ム

�

ジ
ュ
タ
ヒ
ド
の
サ
イ
イ
ド
・
フ
サ
イ
ン
・
ジ
ャ
バ
ル
・
ア
ル
ア
ー
ミ
リ
ーSayyid

H
usain

Jabal
al-‘Ā

m
ilı̄

の
息
子
ミ
ー
ル
ザ
ー
・

�

ハ
ビ
ー
ブ
・
ア
ッ
ラ
ーM

ı̄rzā
H

abı̄b
A

llāh

や
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
ー
・
シ
ュ
ー
ス
タ
ー
リ
ーM

ullā
‘A

bd
A

llāh
∨
∨

�

Sūstarı̄

の
息
子
ム
ッ
ラ
ー
・
ハ
サ
ン
・
ア
リ
ーM

ullā
H

asan－
‘A

lı̄

や
ハ
キ
ー
ム
・
カ
ー
シ
ュ
フ
ァ
ー
・
ヤ
ズ
デ
ィ
ーH

akı̄m
∨

�

�

K
āsfā’

Y
azdı̄

の
息
子
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ガ
ー
ジ
ーM

ı̄rzā
G

āzı̄

な
ど
の
ウ
ラ
マ
ー
た
ち
や
学
識
者
た
ち
と
協
議
し
た
。
そ
の
幸
運
な

る
時
に
、
彼
ら
は
天
国
に
住
む
幸
運
な
る
星
の
合
一
の
御
方
、
シ
ャ
ー
・
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
の
腰
帯
と
剣
と
を
御
方
の
身
に
つ
け
、

ア
リ
・
カ
プ
宮
殿
で
玉
座
と
冠
を
そ
の
素
晴
ら
し
き
お
姿
で
飾
っ
た
。
そ
し
て
い
と
高
き
祖
父
に
代
わ
っ
て
パ
ー
デ
ィ
シ
ャ
ー
の
座

に
就
け
た
。
こ
の
偉
大
な
る
祝
典
の
祝
い
の
た
め
、
太
鼓
と
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
の
音
を
七
つ
の
地
の
住
民
の
耳
に
届
け
、
あ
ら
た
に
勝

利
と
統
治
の
旗
を
立
て
た
。
そ
の
当
時
、
統
治
者
の
不
死
鳥
の
翼
の
影
に
い
た
者
た
ち
は
、
足
下
の
接
吻
の
栄
誉
を
得
た
。
夜
の
う

（

�

ち
に
、
こ
の
幸
運
な
御
方
の
名
と
し
て
シ
ャ
ー
・
サ
フ
ィ
ー
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
名
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。（H

ulāsat
al-

siyar,
pp.37−

38

）

∨

翌
日
に
は
民
衆
（‘ām

m
a

）
た
ち
が
王
宮
（daulat-sarā-yi

sāhı̄
）
に
殺
到
し
、
か
つ
て
シ
ャ
ー
・
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
に
よ
っ
て

�

シ
リ
ア
か
ら
招
聘
さ
れ
た
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
学
者
ア
リ
ー
・
カ
ラ
キ
ー
の
子
孫
ミ
ー
ル
・
ダ
ー
マ
ー
ド

Sayyid
M

uham
m

ad
B

āqir

D
ām

ād

が
礼
拝
を
行
っ
た
後
に
、
前
の
晩
に
挙
行
さ
れ
た
即
位
式
が
同
じ
建
物
で
繰
り
返
さ
れ
、
昨
晩
は
同
席
で
き
な
か
っ
た
統
治
に

関
わ
る
様
々
な
階
級
の
者
た
ち
、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
住
民
が
足
下
の
接
吻
の
栄
誉
に
浴
し
た
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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サ
フ
ィ
ー
１
世
の
即
位
式
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
は
、
伝
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
要
素
と
神
秘
主
義
教
団
的
な
要
素
の
保
持
が
明
ら

か
と
さ
れ
る
。
夜
中
の
即
位
式
と
翌
日
の
即
位
式
で
は
そ
れ
ぞ
れ
高
名
な
十
二
イ
マ
ー
ム
派
の
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ト
が
列
席
し
、
新
王
の
即
位

（
�
）

を
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
立
場
か
ら
正
当
化
し
て
い
る
。
一
方
で
、『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
補
遺
』
は
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
の
遺
言
に
従
い
、

サ
フ
ィ
ー
１
世
の
即
位
式
の
準
備
に
あ
た
っ
た
者
た
ち
の
な
か
に
ス
ー
フ
ィ
ー
ら
の
名
前
も
挙
げ
、
そ
れ
が
ス
ー
フ
ィ
ー
の
規
則
に
則
っ

て
行
わ
れ
た
こ
と
を
言
及
し
て
い
る
（Z

T
A

A
,

pp.6−
7

）。N
ew

m
an

に
よ
れ
ば
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
の
治
世
を
支
え
た
新
旧
勢
力
は
新

支
配
者
の
支
持
者
と
し
て
即
位
式
の
挙
行
に
関
わ
り
、
サ
フ
ィ
ー
１
世
時
代
は
依
然
と
し
て
ス
ー
フ
ィ
ー
の
原
理
と
シ
ー
ア
派
の
原
理
が

（
�
）

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
国
家
体
制
を
支
え
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
ス
ー
フ
ィ
ー
的
な
儀
礼
の
要
素
は
、
年
代
記
の
即
位
式
の
記
述
か
ら
は
確

認
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
時
代
に
導
入
さ
れ
た
世
俗
王
権
の
要
素
に
つ
い
て
い
え
ば
、
サ
フ
ィ
ー
１
世
の
即
位
式
で
は
更
に
凝
っ

た
演
出
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
新
王
は
王
朝
の
創
始
者
シ
ャ
ー
・
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
の
腰
帯
と
短
剣
を
帯
び
て
ア
リ
・

カ
プ
宮
殿
に
登
場
す
る
。
腰
帯
と
短
剣
は
王
権
移
譲
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戴
冠
し
て
王
座
に
着
座
す
る
際
に
は
、
夜
中
に
も
か
か

わ
ら
ず
楽
の
音
に
よ
っ
て
こ
れ
が
周
知
さ
れ
る
。
ま
た
一
連
の
行
事
は
翌
日
に
は
繰
り
返
さ
れ
、
不
在
だ
っ
た
政
府
関
係
者
の
み
な
ら

ず
、
一
般
民
衆
に
も
王
権
の
威
光
を
示
す
べ
く
公
開
さ
れ
た
。

ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
の
統
治
は
四
二
年
の
長
き
に
わ
た
っ
た
た
め
、
即
位
儀
礼
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
以
前
の
即
位
儀
礼
が
サ
フ
ィ
ー

１
世
の
即
位
儀
礼
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
ど
の
よ
う
な
発
展
の
過
程
を
経
た
の
か
検
証
す
る
の
は
難
し
い
。
即
位
式
の
手
順
が

事
前
に
ど
の
程
度
準
備
さ
れ
て
い
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
の
謁
見
儀
礼
な
ど
、
他
の
宮
廷
儀
礼
が
参
考

に
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
の
平
和
な
繁
栄
の
時
代
が
、
見
せ
る
こ
と
を
念
頭
に
巧
妙
に

演
出
さ
れ
た
即
位
式
を
可
能
に
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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⑵

第
７
代
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世

サ
フ
ィ
ー
１
世
は
カ
ン
ダ
ハ
ー
ル
へ
の
遠
征
に
向
か
う
途
中
に
カ
ー
シ
ャ
ー
ン
で
急
死
し
た
（
一
〇
五
二
年
サ
フ
ァ
ル
月
一
二
日
／
一

六
四
二
年
五
月
一
二
日
）。
一
四
年
に
満
た
な
い
サ
フ
ィ
ー
１
世
の
統
治
の
後
半
に
お
い
て
そ
の
政
務
を
司
っ
て
い
た
の
は
大
宰
相
の
サ

ル
ー
・
タ
キ
ー
で
、
サ
フ
ィ
ー
１
世
の
崩
御
の
四
日
後
の
一
〇
五
二
年
サ
フ
ァ
ル
月
一
六
日
／
一
六
四
二
年
五
月
一
六
日
に
カ
ー
シ
ャ
ー

ン
で
挙
行
さ
れ
た
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
の
即
位
式
も
、
サ
ル
ー
・
タ
キ
ー
が
取
り
仕
切
っ
た
（cf.

N
ew

m
an,

p.81

）。
サ
フ
ィ
ー
１
世
は
遺

言
を
残
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
ま
だ
九
歳
八
ヶ
月
の
少
年
で
あ
っ
た
そ
の
息
子
の
、
首
都
で
な
い
地
方
都
市
で
の
慌
た
だ
し
い
即
位
に

（
�
）

は
、
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
反
乱
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
時
代
の
代
表
的
年
代
記
で
あ
る

（
（

（

『
至
高
の
天
国
』Huld-i

barı̄n

（H
uld,

pp.369−
371

）、『
ア
ッ
バ
ー
ス
の
書
』‘A

bbās-nām
a

（T
ārı̄h-i

jahān-ārā-yi
‘A

bbāsı̄

）（A
N

,
pp.338

�

�

（

�

�

−
342

）
と
『
皇
帝
の
物
語
』Q

isas
al-hāqānı̄

（Q
isas,

pp.266−
270

）
は
、
こ
の
時
代
の
年
代
記
の
特
徴
と
し
て
華
美
で
比
喩
を
凝
ら

し
た
表
現
に
満
ち
て
い
て
、
実
際
に
何
が
行
わ
れ
た
の
か
解
明
に
困
難
な
部
分
も
あ
る
が
、
表
現
の
差
こ
そ
あ
れ
即
位
式
に
つ
い
て
の
具

体
的
な
情
報
に
は
大
き
な
相
違
は
な
く
、
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
の
即
位
儀
礼
は
サ
フ
ィ
ー
１
世
の
即
位
儀
礼
を
踏
襲
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

�

�

∨

（

王
朝
の
創
始
者
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
の
剣
（tı̄g

）
を
帯
び
た
新
王
は
、
天
文
学
者M

aulānā
M

uham
m

ad
Safı̄‘

M
unajjim

H
urāsānı̄

∨

が
算
出
し
た
夜
中
（sab

）
に
、
ア
ミ
ー
ル
た
ち
、
ワ
ジ
ー
ル
た
ち
、
政
府
高
官
た
ち
、
貴
顕
た
ち
の
列
席
の
も
と
に
統
治
の
座
に
着

き
、
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
の
名
前
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
翌
日
、
あ
ら
た
め
て
公
へ
の
お
披
露
目
と
し
て
の
即
位
式
が
行
わ
れ
、「
そ
の

喜
ば
し
い
天
命
の
夜
に
御
方
の
即
位
の
フ
ト
バ
は
天
上
人
の
耳
に
届
け
ら
れ
、
地
上
人
も
ま
た
、
人
が
住
む
地
域
の
統
治
の
委
託
の
雄
弁

（

な
る
フ
ト
バ
を
そ
の
勝
利
の
日
に
耳
に
し
」（H

uld,
p.371

）
た
こ
と
に
よ
り
、
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
の
即
位
の
正
当
性
が
法
的
に
承
認
さ

（

�
�

れ
た
。
そ
し
て
、
有
力
者
、
ア
ー
ヤ
ー
ン
や
使
者
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
富
裕
層
か
ら
一
般
民
衆
ま
で
（az

m
ardum

ān-i
hw

āssa
w

a

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
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‘aw
ām

）、
カ
ー
シ
ャ
ー
ン
の
幅
広
い
階
層
の
人
間
が
足
下
へ
の
接
吻
の
栄
誉
に
浴
し
た
。
ま
た
、
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
の
名
で
貨
幣
が
鋳

�

�

造
さ
れ
た
（Q

isas,
p.270

）。

夜
中
の
即
位
式
が
ど
こ
で
挙
行
さ
れ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
翌
日
の
即
位
式
は
「
支
配
の
吉
兆
の
新
年
の
日
（
ノ
ウ
ル
ー

ズ
）
に
、
信
徒
の
館
カ
ー
シ
ャ
ー
ン
の
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
の
建
物
の
上
の
ホ
ー
ル
（‘ı̄w

ān

）
を
日
の
出
の
場
と
定
め
、
あ
ら
た
め
て

（

世
界
保
護
の
玉
座
に
座
り
、
期
待
に
待
つ
者
た
ち
を
迎
え
ら
れ
た
」（H

uld,
370

）
と
あ
る
の
で
、
や
は
り
同
じ
く
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ

（
�
）

で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑶

第
８
代
サ
フ
ィ
ー
２
世

続
く
サ
フ
ィ
ー
２
世
は
一
年
半
後
に
は
ス
ラ
イ
マ
ン
１
世
と
し
て
即
位
し
、
生
涯
に
二
度
の
即
位
式
を
行
っ
た
シ
ャ
ー
で
あ
る
。
彼
の

時
代
に
は
同
時
代
年
代
記
が
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
当
時
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
滞
在
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
宝
石
商
の
シ
ャ
ル
ダ
ン

が
そ
の
即
位
の
様
子
を
詳
細
に
描
き
残
し
て
い
る
。

ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
は
一
〇
七
七
年
ラ
ビ
ー
Ⅱ
月
二
六
日
／
一
六
六
六
年
九
月
二
五
日
に
、
カ
ス
ピ
海
南
岸
地
方
か
ら
南
の
山
岳
地
帯
に

あ
る
滞
在
先
の
ダ
ー
ム
ガ
ー
ン
で
亡
く
な
っ
た
。
遺
言
は
な
か
っ
た
（
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
提
示
す
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
西
暦
は
一
致
し
な
い
。

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
が
正
し
け
れ
ば
西
暦
は
十
月
二
六
日
、
西
暦
が
正
し
け
れ
ば
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
は
ラ
ビ
ー
Ⅰ
月
二
五
日
）。
二
〇
歳
に
な
る
長
男

サ
フ
ィ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
父
王
に
よ
っ
て
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
で
幽
閉
状
態
に
あ
り
、
八
歳
に
な
る
次
男
ハ
ム
ザ
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
母
と

と
も
に
父
王
と
同
行
し
て
い
た
。
政
府
高
官
た
ち
の
議
論
の
結
果
、
長
子
サ
フ
ィ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
が
新
シ
ャ
ー
に
選
出
さ
れ
、
即
位
式

の
日
時
を
算
出
す
る
天
文
学
者
二
名
、
儀
礼
に
用
い
る
宝
石
類
の
移
送
と
保
全
の
責
任
者
四
名
、
儀
礼
に
お
い
て
シ
ャ
ー
の
足
下
に
ひ
れ

伏
す
べ
き
五
名
の
大
官
（
首
相
、
総
監
、
奴
隷
た
ち
の
将
軍
、
法
務
長
官
、
第
一
国
務
長
官
）
の
名
代
五
名
を
含
む
特
使
が
イ
ス
フ
ァ
ハ

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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ー
ン
に
派
遣
さ
れ
た
（
シ
ャ
ル
ダ
ン
、
一
三
│
五
四
ペ
ー
ジ
）。

七
日
後
の
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
Ⅰ
月
三
日
／
十
一
月
一
日
（
西
暦
に
従
え
ば
、
ラ
ビ
ー
Ⅱ
月
二
日
／
一
〇
月
二
日
）
に
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に

特
使
が
到
着
す
る
と
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
新
王
の
即
位
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
詳
細
な
描
写
か
ら
主
要
な
儀
礼
を
順
に
従
っ

て
書
き
出
し
て
み
る
（
シ
ャ
ル
ダ
ン
、
七
一
│
九
〇
ペ
ー
ジ
）。

⑴

即
位
儀
礼

・
天
文
学
者
た
ち
が
告
げ
た
戴
冠
に
佳
き
時
間
（
午
後
一
〇
時
す
ぎ
）
に
儀
式
開
始
、
夜
中
一
二
時
近
く
に
終
了

（
�
）

・
王
宮
地
区
に
あ
る
タ
ー
ラ
ー
ル
・
イ
・
タ
ウ
ィ
ー
ラ
（
厩
舎
の
ホ
ー
ル
）
で
の
挙
行

・
タ
ー
ラ
ー
ル
の
中
央
に
四
つ
の
聖
器
（
黄
金
の
玉
座
、
冠
（
タ
ー
ジ
ュ
）、
剣
（
シ
ャ
ム
シ
ー
ル
）、
短
剣
（
ハ
ン
ジ
ャ
ル
））
を

安
置

・
高
官
や
そ
の
名
代
た
ち
は
シ
ャ
ー
の
左
右
の
決
め
ら
れ
た
席
次
に
従
い
着
座
、
政
府
高
官
の
全
員
一
致
で
新
シ
ャ
ー
が
選
出
さ
れ

た
旨
が
書
か
れ
た
書
簡
が
将
軍
に
よ
り
読
み
上
げ
ら
れ
る

・
新
王
の
名
前
の
選
定
（
サ
フ
ィ
ー
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
は
自
分
の
名
前
の
継
続
使
用
を
望
む
）

・
シ
ャ
イ
フ
・
ア
ル
イ
ス
ラ
ー
ム
が
書
簡
を
確
認

・
シ
ャ
ー
は
メ
ッ
カ
方
向
に
顔
を
向
け
て
玉
座
に
着
座
、
シ
ャ
イ
フ
・
ア
ル
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
る
神
へ
の
祈
願
の
後
に
、
シ
ャ
ー
の

左
脇
に
剣
、
右
脇
に
短
剣
が
帯
か
さ
れ
、
最
後
に
戴
冠

・
博
学
の
士
に
よ
る
四
段
構
成
の
祈
祷
演
説
（
神
の
賛
歌
、
預
言
者
と
イ
マ
ー
ム
へ
の
賞
賛
・
感
謝
、
王
権
が
神
の
命
令
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
新
王
の
た
め
の
祈
り
）

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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⑵

即
位
式
終
了
後
の
行
事

（
�
）

・
カ
イ
サ
ー
リ
ー
エ
の
上
階
で
楽
器
の
演
奏
（
以
後
、
二
〇
日
続
く
）

・
新
王
の
名
前
で
の
印
璽
・
貨
幣
鋳
造
（
翌
日
の
祝
儀
の
た
め
に
直
ち
に
貨
幣
鋳
造
を
遂
行
）

・
翌
朝
の
午
前
九
時
か
ら
一
〇
時
ま
で
、
シ
ャ
ー
は
再
び
タ
ー
ラ
ー
ル
・
イ
・
タ
ウ
ィ
ー
ラ
に
着
座
、
拝
謁
の
栄
に
浴
し
う
る
身
分

の
者
た
ち
が
足
下
に
接
吻

・
儀
式
の
後
、
新
シ
ャ
ー
は
王
宮
周
辺
を
約
一
時
間
か
け
て
騎
馬
で
ま
わ
り
、
市
民
に
お
披
露
目

サ
フ
ィ
ー
２
世
の
即
位
後
に
国
内
状
況
の
不
安
定
が
続
い
た
こ
と
や
シ
ャ
ー
の
健
康
状
態
が
損
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
即
位
の
時
に
幸

運
の
星
位
を
と
る
時
間
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
て
、
一
年
半
後
（
一
六
六
八
年
三
月
二
〇
日
）
に
宮

廷
は
新
た
に
佳
き
日
時
を
選
定
し
て
、
シ
ャ
ー
を
新
た
な
名
ス
ラ
イ
マ
ン
で
即
位
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
即
位
式
は
チ
ェ
ヘ
ル
・
ソ

ト
ゥ
ー
ン
宮
殿
に
変
更
さ
れ
た
が
、
初
回
と
ほ
ぼ
同
じ
手
順
で
進
め
ら
れ
た
と
い
う
（
シ
ャ
ル
ダ
ン
、
二
三
八
│
二
四
〇
ペ
ー
ジ
）。

サ
フ
ィ
ー
２
世
の
即
位
式
の
場
と
な
っ
た
宮
殿
や
彼
が
身
に
纏
っ
た
王
権
の
象
徴
と
な
る
品
々
に
は
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
て
い

る
し
、
儀
礼
の
手
順
に
つ
い
て
は
ペ
ル
シ
ア
語
の
年
代
記
に
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
細
部
に
わ
た
る
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
儀
礼
の

基
本
的
な
枠
組
み
や
手
順
は
サ
フ
ィ
ー
１
世
時
代
の
も
の
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
即

位
式
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
夜
中
に
列
席
者
が
限
ら
れ
た
状
況
で
即
位
式
が
挙
行
さ
れ
、
翌
日
に
あ
ら
た
め
て
お
披

露
目
の
た
め
に
儀
礼
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
「
見
せ
る
王
権
」（
羽
田

（2000

））
と
し
て
の
即
位
式
が
、
サ
フ
ァ
ビ
ー
朝
後
期
に
独
自
に
発
展
し
た
も
の
と
い
え
る
（
内
輪
と
公
で
の
二
度
の
即
位
は
、
ア
ッ
バ

ー
ス
１
世
に
前
例
を
見
い
出
す
こ
と
も
で
き
よ
う
）。
た
だ
し
、
サ
フ
ィ
ー
２
世
の
ス
ラ
イ
マ
ン
と
し
て
の
二
度
目
の
即
位
式
は
朝
九
時

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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が
佳
き
時
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
の
で
、
あ
く
ま
で
の
天
文
学
に
よ
る
佳
き
時
（sā‘at-i

sa‘d

）
の
選
出
が
優
先
さ
れ
た
結
果
で
、
夜
中

の
即
位
儀
礼
に
何
ら
か
の
秘
儀
的
な
意
味
づ
け
を
見
い
だ
す
の
は
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
で
は
天
文
学
に
よ
る
星
見
が

政
策
決
定
を
左
右
し
、
天
文
学
者
（
占
星
術
師
）
が
大
き
な
権
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（cf.

シ
ャ
ル
ダ
ン
、
三
三
ペ

ー
ジ
）。
実
際
、
す
で
に
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
時
代
の
タ
ブ
リ
ー
ズ
入
城
の
際
に
日
時
の
選
定
が
行
わ
れ
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
で
は
初

期
か
ら
即
位
に
あ
た
っ
て
の
天
文
学
の
関
与
が
確
認
さ
れ
る
が
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
は
そ
の
傾
向
が
更
に
強
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
ス
ル
タ
ン
・
フ
サ
イ
ン
時
代
に
書
か
れ
た
行
政
の
手
引
書
に
は
高
官
の
序
次
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
（cf.

L
am

bton

（1991

）,p.525

）、
こ
の
慣
行
は
遅
く
と
も
サ
フ
ィ
ー
２
世
時
代
ま
で
に
は
確
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

第
二
に
、
第
一
章
で
挙
げ
た
即
位
儀
礼
に
観
察
さ
れ
る
三
つ
の
諸
要
素
の
う
ち
、
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
世
俗
王
権
の
要
素
が
増
加
す
る

の
に
反
比
例
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
的
な
要
素
が
弱
ま
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
サ
フ
ィ
ー
２
世
の
即
位
式
の
最
後
に
行
わ
れ
る

祈
祷
演
説
で
は
、
第
三
段
で
シ
ャ
ー
が
「
神
の
影
」
で
あ
る
こ
と
、
第
四
段
で
「
聖
な
る
イ
マ
ー
ム
の
血
を
ひ
く
尊
い
子
孫
」
で
あ
る
シ

ャ
ー
が
「
真
の
法
に
よ
り
て
こ
の
世
に
在
り
、
彼
は
全
世
界
の
主
の
代
理
人
に
し
て
こ
の
世
の
正
統
の
君
主
」
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
、

シ
ー
ア
派
の
立
場
か
ら
シ
ャ
ー
の
正
当
性
が
法
的
に
も
承
認
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団
教
主
と
し
て
の
立
場
を
確
認

す
る
よ
う
な
儀
礼
を
シ
ャ
ル
ダ
ン
は
記
録
し
て
い
な
い
。

ス
ラ
イ
マ
ン
は
一
一
〇
五
年
ズ
ー
・
ア
ル
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
五
日
／
一
六
九
四
年
七
月
二
八
日
に
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
で
崩
御
し
た
。
残
さ
れ

た
二
人
の
息
子
の
う
ち
後
継
者
に
選
ば
れ
た
二
六
歳
の
長
男
ス
ル
タ
ン
・
フ
サ
イ
ン
は
、
同
月
一
四
日
／
八
月
六
日
に
同
市
で
即
位
し
た

�

が
（F

aw
āid

al-Safaw
ı̄ya,

p.78
;

W
aqāyi’-i

al-sinı̄n,
p.549

）、
実
質
的
に
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
最
後
の
シ
ャ
ー
と
な
っ
た
ス
ル
タ
ン
・

フ
サ
イ
ン
に
は
同
時
代
年
代
記
が
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
即
位
式
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式
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〇



お

わ

り

に

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
即
位
式
は
、
初
期
は
シ
ー
ア
派
王
朝
の
支
配
者
と
し
て
の
正
当
性
と
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団
教
主
の
地
位
継
承
を
承

認
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
が
、
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
時
代
に
首
都
に
王
宮
が
建
設
さ
れ
、
首
都
を
拠
点
と
し
て
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
王
権

強
化
が
は
か
ら
れ
た
の
に
従
い
、
徐
々
に
世
俗
的
な
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
特
に
後
継
者
を
め
ぐ
る
内
乱
の
末
に
即
位
し
た

イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
は
、
自
ら
盛
大
な
即
位
式
を
演
出
し
、
そ
れ
が
後
の
即
位
式
の
発
展
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
で
は
嫡
男
継
承
の
傾
向
は
あ
っ
た
も
の
の
、
王
位
継
承
の
ル
ー
ル
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
シ
ャ
ー
の
交
替
時
は
常

に
内
乱
の
危
険
性
が
高
ま
っ
た
。
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
、
サ
フ
ィ
ー
１
世
、
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
、
サ
フ
ィ
ー
２
世
、
ス
ル
タ
ン
・
フ
サ
イ

ン
は
父
（
ま
た
は
祖
父
）
か
ら
嫡
男
に
シ
ャ
ー
の
位
が
譲
ら
れ
て
い
る
が
、
後
継
の
シ
ャ
ー
は
し
ば
し
ば
幼
少
で
あ
り
、
遺
言
が
あ
る
場

合
も
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
、
即
位
式
は
キ
ジ
ル
バ
シ
ュ
の
有
力
者
や
ワ
ジ
ー
ル
な
ど
の
政
府
高
官
の
主
導
で
挙
行
さ
れ
た
。
即
位
式
は

シ
ャ
ー
の
王
権
を
周
囲
に
誇
示
す
る
役
割
を
持
ち
、
原
則
的
に
首
都
の
王
宮
で
挙
行
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１

世
や
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
の
即
位
の
時
の
よ
う
に
、
先
王
の
急
死
で
内
乱
が
恐
れ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
地
で
即
座
に
即
位
式
が
実
行
さ

（
�
）

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
は
幽
閉
の
身
か
ら
解
放
さ
れ
新
シ
ャ
ー
に
選
出
さ
れ
る
と
、
先
祖
が
埋
葬
さ
れ
た
ア
ル
ダ
ビ
ー
ル
に
参
詣
し
た

後
に
、
佳
き
時
を
選
ん
で
首
都
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
入
城
し
た
。
他
に
適
任
者
が
お
ら
ず
王
位
継
承
が
決
ま
っ
た
ス
ル
タ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド

・
フ
ダ
ー
バ
ン
ダ
も
、
赴
任
地
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
て
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
で
即
位
し
て
い
る
。
す
で
に
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
地
方
の

有
力
ア
ミ
ー
ル
ら
に
よ
っ
て
そ
の
地
の
支
配
位
に
就
け
ら
れ
て
い
た
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
に
し
て
も
、
父
王
を
廃
位
し
て
シ
ャ
ー
と
し
て
即

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

四
一



位
す
る
に
あ
た
っ
て
は
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
上
洛
し
、
正
当
な
王
権
交
替
を
周
囲
に
印
象
づ
け
る
様
々
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
た
。
サ
フ
ァ
ヴ

ィ
ー
朝
で
は
、
一
方
で
移
動
の
習
慣
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
首
都
を
中
心
に
定
住
を
基
盤
と
す
る
中
央
集
権
的
な
統
治
体
制
を
整
え
て
い

っ
た
。
首
都
で
シ
ャ
ー
の
交
替
を
公
に
知
ら
し
め
る
即
位
式
は
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
儀
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

注
（
１
）
例
え
ば
、
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、Szuppe

（1996

）、E
chraqi

（1996

）、
後
藤
（2004

）（2005

）、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
に
つ
い
て

は
、
羽
田
（1987

）（1992

）（1996

）（2000

）、B
abaie

（2008

）
な
ど
。
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン
の
ア
シ
ュ
ラ
フ
と
フ
ァ
ラ
フ
ア
ー
バ
ー
ド

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れPorter

（1996

）、K
leiss

（1982

）
が
あ
る
。

（
２
）

M
elville

（1993
）
は
ア
ッ
バ
ー
ス
１
世
の
統
治
を
三
期
に
分
け
、
時
代
ご
と
の
移
動
の
特
徴
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
１
）
即
位
か

ら
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
遷
都
お
よ
び
ヘ
ラ
ー
ト
征
服
（
一
五
九
九
年
）
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
、
征
服
活
動
が
活
発
で
各
地
を
頻
繁
に
移
動
し

た
時
期
、（
２
）
フ
ァ
ラ
フ
ア
ー
バ
ー
ド
建
設
（
一
六
一
二
年
）
ま
で
の
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
を
中
心
と
し
た
移
動
が
行
わ
れ
る
時
代
、（
３
）

ア
シ
ュ
ラ
フ
建
設
（
一
六
一
二
年
）
か
ら
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
が
死
去
す
る
ま
で
の
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
と
冬
営
地
マ
ー
ザ
ン
ダ
ラ
ー
ン

と
の
間
の
移
動
が
繰
り
返
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
。
な
お
、
第
三
期
の
夏
営
と
冬
営
の
詳
細
な
移
動
に
つ
い
て
は
、
後
藤
（2004

）
の
表
を

参
照
。

（
３
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、M

elville

（1993

）
が
す
で
に
指
摘
し
、
ま
た
平
野
（2000

）
も
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
シ
ャ
ー
・
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世

時
代
の
地
方
都
市
コ
ム
と
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
の
ハ
ー
レ
ム
の
移
送
先
と
し
て
の
役
割
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
平
野
は
都
市
定
住
嗜
好
が

強
く
、
従
来
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
し
た
シ
ャ
ー
と
し
て
、
シ
ャ
ー
・
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
の
晩
年
の
二
〇
年
間
と
続
く
シ
ャ
ー
・
イ
ス
マ
ー
イ

ー
ル
２
世
の
一
年
半
の
首
都
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
で
の
統
治
時
代
を
挙
げ
て
い
る
（
平
野
（2000

）,pp.2,
12−

13

）。
筆
者
は
現
在
、
イ
ス
ラ
ー

ム
地
域
研
究
京
都
拠
点
（K

IA
S

）
文
科
省
公
募
研
究
「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
の
一
環
で
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
シ
ャ
ー
の

移
動
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
二
一
年
度
九
州
史
学
会
大
会
イ
ス
ラ
ム
文
明
部
会
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
三
日
開

催
）
で
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
首
都
と
儀
礼
」
と
い
う
発
表
を
行
い
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
後
期
の
シ
ャ
ー
の
移
動
の
概
要
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
問
題
提
起
を
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
発
表
の
一
部
を
基
に
し
て
い
る
。

（
４
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、B

abaie

（2003

）,pp.37−
44

;
Szuppe

（1996

）,pp.161−
162

;

後
藤
（2005

）,pp.101−
102.

な
ど
を
参
照
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
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朝
の
首
都
と
即
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（
５
）
本
稿
の
考
察
対
象
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
と
同
時
代
の
中
央
ア
ジ
ア
の
モ
ン
ゴ
ル
系
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
間
野
（2004

）

を
参
照
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
王
権
儀
礼
に
関
し
て
は
、
奥
（2009

）
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宮
廷
に
お
け
る
王
権
儀
礼
と
の
関
連
性
も
含

め
て
研
究
状
況
を
紹
介
し
て
い
る
。
イ
ラ
ン
の
儀
礼
全
般
の
概
観
はL

am
bton

（1991

）
を
参
照
。

（
６
）
第
８
代
の
シ
ャ
ー
・
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
は
ま
ず
サ
フ
ィ
ー
２
世
と
し
て
即
位
し
た
一
年
半
後
に
シ
ャ
ー
・
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
と
し
て
即
位
し
、

二
度
の
即
位
儀
礼
を
経
験
し
て
い
る
た
め
、
計
一
〇
回
と
な
る
。

（
７
）
一
三
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
イ
ラ
ン
お
よ
び
中
央
ア
ジ
ア
を
支
配
し
た
モ
ン
ゴ
ル
系
の
諸
ハ
ー
ン
国
は
、
モ
ン
ゴ
ル
独
自
の
即
位

儀
礼
を
有
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
化
以
後
も
長
く
そ
の
儀
礼
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
間
野
（2004

））。
一
方
で
、
そ
の
後

継
王
朝
に
あ
た
る
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
や
カ
ラ
・
コ
ユ
ン
ル
朝
、
ア
ク
・
コ
ユ
ン
ル
朝
が
そ
の
儀
礼
を
継
承
し
た
様
子
は
史
料
か
ら
は
確
認
さ

れ
な
い
。

（
８
）
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
年
代
記
に
つ
い
て
は
、
平
野
（2006

）
お
よ
び
後
藤
（2008

）
を
参
照
。

（
９
）
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
シ
ャ
ー
・
ル
フ
（H

abib,
III,

p.554

）、
同
朝
ス
ル
タ
ン
・
フ
サ
イ
ン
（H

abib,
IV

,
p.146

）、
ア
ク
・
コ
ユ
ン
ル
朝
ハ
リ

ー
ル
（H

abib,
IV

,
p.430

）、
ア
ク
・
コ
ユ
ン
ル
朝
ア
フ
マ
ド
（H

abib,
IV

,
p.442

）
な
ど
。
ア
ク
・
コ
ユ
ン
ル
朝
時
代
に
書
か
れ
た
年
代

（

記
『
ア
ミ
ー
ン
史
』T

ārı̄h
-i

am
ı̄nı̄

に
記
録
さ
れ
た
ス
ル
タ
ン
・
ヤ
ー
ク
ー
ブ
の
即
位
も
、
彼
が
政
敵
を
打
ち
破
っ
て
「
首
都
タ
ブ
リ
ー
ズ

�

（dār
al-saltana

）
で
王
座
に
就
い
た
」（A

m
ini,

p.166

）
こ
と
し
か
伝
え
な
い
。

（
１０
）
平
野
（2009

）、pp.188−
191

を
参
照
。

（
１１
）
年
代
記
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
１
世
の
崩
御
は
未
明
か
ら
朝
に
か
け
て
の
出
来
事
と
さ
れ
る
（
平
野
（2009

）、195

）。

タ
フ
マ
ー
ス
ブ
の
弟
た
ち
三
人
の
う
ち
、
幼
い
二
名
は
彼
と
同
様
に
ハ
ー
レ
ム
に
、
後
年
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
に
処
刑
さ
れ
る
サ
ー
ム
・
ミ
ー

ル
ザ
ー
は
後
見
人
と
と
も
に
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
に
赴
任
し
て
い
た
。

（
１２
）
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
の
即
位
地
に
つ
い
て
は
各
年
代
記
に
記
述
は
な
い
が
、
ナ
フ
チ
ヴ
ァ
ー
ン
は
タ
ブ
リ
ー
ズ
か
ら
北
西
に
約
一
三
〇
㎞
離
れ

た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
状
況
か
ら
み
て
も
ナ
フ
チ
ヴ
ァ
ー
ン
で
即
位
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
１３
）
当
時
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
支
持
に
ま
わ
っ
た
勢
力
は
ル
ー
ム
ル
ー
、
ア
フ
シ
ャ
ー
ル
、
カ
ー
ジ
ャ
ー
ル
、
バ
ヤ
ー
ト
、
ヴ
ァ

ル
サ
ク
、
ク
ル
ド
、
パ
リ
ー
・
ハ
ー
ン
・
ハ
ー
ヌ
ム
と
そ
の
叔
父
の
シ
ャ
ム
カ
ー
ル
・
ス
ル
タ
ン
（
チ
ェ
ル
ケ
ス
人
）
な
ど
、
ハ
イ
ダ
ル

・
ミ
ー
ル
ザ
ー
を
支
持
し
た
勢
力
は
ウ
ス
タ
ー
ジ
ャ
ル
ー
、
タ
ー
リ
シ
ュ
、
タ
ッ
カ
ル
ー
、
グ
ル
ジ
ア
人
、
シ
ャ
イ
フ
ァ
ー
ヴ
ァ
ン
ド
、

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
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ク
ル
チ
ら
、
お
よ
び
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
の
甥
の
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
・
ミ
ー
ル
ザ
ー
で
あ
っ
た
（N

ew
m

an,
p.41

）。

（
１４
）
『
歴
史
の
精
髄
』
に
よ
れ
ば
、
市
外
到
着
は
ラ
ビ
ー
Ⅰ
月
一
六
日
／
六
月
一
二
日
。
ま
た
、
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
入
る
ま
で
の
間
に
、
即

（

�

位
に
関
す
る
協
議
が
行
な
わ
れ
、
天
文
学
者
た
ち
に
よ
り
即
位
の
日
が
算
出
さ
れ
た
（H

ulāsat,
I,

pp.618−
621

）。

（
１５
）
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
は
タ
ブ
リ
ー
ズ
や
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
、
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
な
ど
政
治
拠
点
と
な
っ
た
都
市
に
の
み
確
認
さ
れ
る
王
宮
地

区
で
、
各
種
の
公
共
施
設
や
シ
ャ
ー
や
高
官
の
住
居
兼
職
場
か
ら
成
り
、
政
治
の
中
心
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
（cf.

B
abaie

（2008

）,
pp.119−

123

）。
∨

（

（
１６
）
フ
サ
イ
ン
ク
リ
ー
・
フ
ラ
ハ
ー
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
教
団
の
教
主
（m

ursid-i
kām

il

）
の
代
理
人
ハ
リ
ー
フ
ァ
（h

alı̄fa

）
と
し
て
教
団
員
の

ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
。
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
２
世
は
彼
の
出
身
部
族
ル
ー
ム
ル
ー
の
ア
ミ
ー
ル
た
ち
に
、
教

主
の
ハ
リ
ー
フ
ァ
に
対
す
る
優
越
性
を
ほ
の
め
か
し
、
そ
の
追
放
に
つ
な
げ
た
。
こ
の
事
件
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
体
制
内
に
お
い
て
キ
ジ

ル
バ
シ
ュ
を
核
と
す
る
教
団
組
織
が
根
強
く
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
１７
）
こ
れ
に
関
し
て
、
ま
た
『
ア
ッ
バ
ー
ス
大
帝
記
』
の
当
該
部
分
の
日
本
語
訳
は
後
藤
（2005

）、pp.102−
103

を
参
照
。

（
１８
）
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
ビ
ー
ブ
・
ア
ッ
ラ
ー
も
ア
リ
ー
・
カ
ラ
キ
ー
の
親
族
の
一
人
（N

ew
m

an,
pp.201−

2

）。

（
１９
）

N
ew

m
an

（2006

）,p.73

を
参
照
。

（
２０
）
た
だ
し
、
カ
ー
シ
ャ
ー
ン
は
信
徒
の
館
（dār

al-m
u’m

inı̄n

）
の
別
称
を
冠
す
る
都
市
で
、
コ
ム
や
カ
ン
ダ
ハ
ー
ル
な
ど
と
並
び
、
統
治
の

�

館
（dār

al-saltana

）
の
別
称
を
持
つ
首
都
級
の
都
市
（
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
、
タ
ブ
リ
ー
ズ
、
カ
ズ
ウ
ィ
ー
ン
、
ア
シ
ュ
ラ
フ
と
フ
ァ
ル
フ

ア
ー
バ
ー
ド
）
に
次
ぐ
副
都
級
の
都
市
で
あ
っ
た
（
平
野
（2000

）
も
参
照
の
こ
と
）。

（
２１
）
カ
ー
シ
ャ
ー
ン
の
ダ
ウ
ラ
ト
・
ハ
ー
ナ
に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
。

（
２２
）
タ
ー
ラ
ー
ル
・
イ
・
タ
ウ
ィ
ー
ラ
は
王
宮
地
区
に
あ
っ
た
現
存
し
な
い
、
サ
フ
ィ
ー
１
世
時
代
の
年
代
記
に
初
め
て
言
及
さ
れ
る
宮
廷
行

事
用
の
建
物
で
（cf.

B
abaie

（2008

）,pp.157−
166

）、
サ
フ
ィ
ー
１
世
時
代
と
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
時
代
に
は
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
で
ノ
ウ
ル

ー
ズ
の
祝
祭
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、
主
に
タ
ー
ラ
ー
ル
・
イ
・
タ
ウ
ィ
ー
ラ
で
挙
行
さ
れ
た
。

（
２３
）
カ
イ
サ
ー
リ
ー
エ
は
王
の
広
場
に
北
側
で
面
す
る
バ
ー
ザ
ー
ル
の
入
り
口
に
あ
る
建
物
。

（
２４
）
タ
フ
マ
ー
ス
ブ
１
世
と
ア
ッ
バ
ー
ス
２
世
の
場
合
、
両
者
と
も
父
の
移
動
に
同
行
し
、
そ
の
死
に
際
し
て
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と

も
、
首
都
以
外
の
場
所
で
即
位
式
が
行
わ
れ
た
要
因
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
首
都
と
即
位
式

四
四



主
な
参
考
文
献

﹇
史
料
﹈�

�

（

∨

（

A
bd

al-H
usain

al-H
usainı̄

H
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-ārā-yi

A
m

ı̄nı̄,
V

.
M

onorsky
（tr.
）,L

ondon,
1957

（reprint,
1992

）.（A
m

ini

）

�

�

（

H
asan

B
eg

R
ūm
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lū,

2
vols.,

C
.

N
.

Seddon

（tr.

）,B
aroda,

1931−

1934.

（

∨

�

（

�

∨

�

∨

H
ursāh

b.
Q

ubād
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Īrān
dar

zabān-i
Sāh
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rūznām

a-i
M

ullā
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